ひな形（直接受取型）
職場受取に関する運用ルール
本ルールは、「個人荷物の社内受取制度」を業務に支障をきたさず、かつ安全・公平に運用するために定めるものである。
1. 利用資格
本制度を利用できる者は、【当事業所】に勤務する従業員に限る。
なお、利用にあたっては事前に「個人荷物の社内受取に関する利用同意書」を提出することとする。
2. 業務担当
(1) 制度の運用管理：【○○部 / 事務局 / 〇〇】
3. 荷物の受取・管理方法
(1) 荷物サイズ：【縦・横・高さの三辺計○○cm以内、重さ○kg以内 / ロッカーに収まる大きさ】
(2) 対応時間：【月～金の○時から○○時まで】とする。
(3) 受取場所：利用者本人が、【○○○（任意の場所）】で直接業者から荷物を受け取ることとする。　
なお、利用者本人が不在の場合であっても、代理受取は行わない。
(4) 連絡方法：荷物受取のため利用者を呼び出す場合は、【電話 / 館内放送】によるものとする。
(5) 禁止事項
1. 代金引換、着払いの荷物
2. 冷凍・冷蔵が必要なもの（生鮮食品等）
3. 危険物（引火性液体、毒物等）、生き物、異臭を放つもの
4. 現金、有価証券、貴金属等の貴重品
4. 梱包材の処理
荷物の梱包材（段ボール等）は、【各自で持ち帰って / 社内の指定ルールに従って】廃棄する。
5. プライバシーの保護
何人も、配送ラベル等から知り得た差出人、品名等の情報を、業務上必要な範囲を超えて第三者に開示・漏洩するほか、みだりに他者の荷物を開封してはならない。なお、異臭、液漏れ、または危険物の混入が疑われる等の管理責任上の必要があると認められる場合は、内容物を確認することがある。
6. トラブル対応
配送に関するトラブル（未着、誤配、破損等）は、原則として利用者本人が配送業者と直接対応するものとする。
7. 賠償責任
自身の荷物（液漏れ、腐敗、転倒等）が原因で、会社の施設・備品または他者の荷物を汚損・破損させた場合、利用者本人がその損害を賠償するものとする。
8. 運用の停止
本ルールまたは同意書の内容に違反した場合、事前の通告なく当該者の利用を停止することがある。【　】内は自社の運用に合わせて設定し、その他の内容は必要に応じて変更してください。
なお、利用同意書の提出及び内容については、自社の体制に合わせて定めてください。

